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(57)【要約】
【課題】　原稿に付加されたコードに基づいて原稿画像
の出力許可、出力禁止が制御する画像処理装置において
、原稿に付加されたコードが検出されずに出力禁止とな
った場合に、ユーザにその事由を通知する。
【解決手段】　原稿から所定のコードが検出されない場
合に読み取った原稿画像の出力を禁止する設定手段と、
前記設定がなされている場合に原稿から所定のコードが
検出されずに出力禁止となった場合、その旨表示する表
示手段を有する。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データからコードを検出できない場合に、その画像データの出力を行わない設定を
行うことのできる装置であって、
　コードを検出できない場合に、コードが検出できなかったが故にその画像データの出力
を行わなかった旨を表示することを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記場合に前記表示を行うのは、画像データからコードを検出できない場合に、その画
像データの出力を行わない設定が行われている場合だけであって、
　画像データからコードを検出できない場合に、その画像データの出力を行わない設定が
行われていない場合には、前記表示を行わないことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記場合に、前記画像データを併せて表示することを特徴とする請求項１又は２に記載
の装置。
【請求項４】
　前記画像データの表示にあたっては、コード検出領域がユーザにわかるように表示を行
うことを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　画像データからコードを検出できない場合に、その画像データの印刷を行わない設定を
行うことのできる装置であって、
　コードを検出できない場合に、コードが検出できなかったが故にその画像データの印刷
を行わなかった旨を表示することを特徴とする装置。
【請求項６】
　画像データからコードを検出できない場合に、その画像データの出力を行わない設定を
行うことのできる装置の制御方法であって、
　コードを検出できない場合に、コードが検出できなかったが故にその画像データの出力
を行わなかった旨を表示することを特徴とする装置の制御方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのコンピュータよみ
とり可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像データから、コードの検出ができる装置、装置の制御方法、プログラム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、原稿にＱＲコード等のコードがある場合に、その原稿をスキャンして得
られた画像データからそのコードの検出、復号を行っている。
　復号の結果、出力許可情報が得られた場合に、その画像データの印刷されたコピー物を
排紙し、出力禁止情報が得られた場合には、コピー物の排紙を行っていない。
　また、その画像データからコードの検出ができなかった場合にも、排紙を行っていなか
った。
【０００３】
　つまり、印刷物に出力許可情報を示すコードがあった場合にのみ、その印刷物のコピー
物を排紙していたのである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２８４４７２号公報



(3) JP 2012-147162 A 2012.8.2

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、出力許可のコードが付加された原稿でも、原稿の置き方がずれていたり、原
稿が折れていてコードが検出されない場合もある。
　この場合、コードが検出されないのでコピー物は排紙されないが、ユーザとしては、出
力許可のコードが付加されているのに何故排紙されないのか理由が判らず、装置の管理者
に頻繁に問い合わせが発生するという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明の画像処理装置は、画像データからコードを検出でき
ない場合に、その画像データの出力を行わない設定を行うことのできる装置であって、コ
ードを検出できない場合に、コードが検出できなかったが故にその画像データの出力を行
わなかった旨を表示画面に表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　原稿に付加されたコードが検出されずに出力禁止となった場合に、ユーザがその事由を
知ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明のシステム図
【図２】原稿台に置かれた原稿とスキャン領域、ＱＲコード検出領域の例を示す図
【図３】実施例１のフローチャート
【図４】実施例１のエラー表示の例を示す図
【図５】出力禁止設定の画面を示す図
【図６】実施例２のフローチャート
【図７】実施例２のエラー表示の例を示す図
【図８】実施例３のフローチャート
【図９】実施例３のエラー表示の例を示す図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００１０】
　図１は、本発明に適用されるシステムを示すシステム図である。
　画像処理装置１０は、ＣＰＵ１０１、受付部１０２、表示部１０３、スキャナ部１０４
、印刷部１０５、コード検出部１０６、コード復号部１０７、画像処理部１０８、記憶装
置１０９からなる。
　ＣＰＵ１０１は、記憶装置１０９内部のプログラムを実行することで画像処理装置１０
の各部の処理を統括的に制御する。
　スキャン対象の原稿には、出力許可のＱＲコード２０１が付加された原稿２０、出力禁
止のＱＲコードが付加された原稿２１、ＱＲコードが付加されていない原稿２２がある。
　画像処理装置１０は、これらの原稿をスキャンして、原稿に付加されたＱＲコードに基
づいて読み取った原稿画像の印刷を実行したり中止したりする。
【００１１】
　図３は、実施例１における画像処理装置１０のコピー動作実行時のフローを示す。この
処理は、画像処理装置１０のＣＰＵ１０１が記憶装置１０９内部のプログラムを実行し、
画像処理装置１０の各部を制御することにより実現される。
【００１２】
　図２は、原稿台６０１に置かれた原稿２０とスキャン領域６０２、ＱＲコード検出領域
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６０３の例を示す図である。
　受付部１０２でユーザから「コピースタートボタン」押下を受け付けると図３に示す処
理が開始される。
　ＣＰＵ１０１は、原稿台４０１の原稿２０をスキャンするようにスキャナ部１０４を制
御し、原稿２０を原稿画像として読み取る（ステップＳ３０１）。
　ＣＰＵ１０１は、読み取った原稿画像からＱＲコードを検出するようにコード検出部１
０６を制御し、ＱＲコードを検出する（ステップＳ３０２）。
　ＣＰＵ１０１は、ＱＲコード検出結果に応じて、ステップＳ３０４、または、ステップ
Ｓ３０８の処理に移行する（ステップＳ３０３）。
　ステップＳ３０３で原稿画像からＱＲコードが検出された場合、ＣＰＵ１０１は、検出
されたＱＲコードを復号するようにコード復号部１０７を制御する（ステップＳ３０４）
。
【００１３】
　コード復号部１０７でＱＲコードを復号した結果、出力許可原稿を示す情報が得られた
場合、ＣＰＵ１０１は、印刷部１０５を制御して原稿画像を印刷する（ステップＳ３０６
）。
　コード復号部１０７でＱＲコードを復号した結果、出力禁止原稿を示す情報が得られた
場合、ＣＰＵ１０１は、表示部１０３にエラー表示１を表示する（ステップＳ３０７）。
　図４（Ａ）に、エラー表示１の例を示す。図示する通り、出力禁止原稿でコピーを中止
したことを表示する。
　ステップＳ３０３で原稿画像からＱＲコードが検出されなかった場合、ＣＰＵ１０１は
、画像処理装置１０に設定されている出力禁止設定を確認する（ステップＳ３０８）。
【００１４】
　図５に、出力禁止設定の画面例を示す。図示する通り、出力禁止設定には標準モードと
セキュリティモードがある。
　標準モードとセキュリティモードとの違いは、ＱＲコードが検出されなかった場合の動
作の違いで、標準モードの場合は出力を許可、セキュリティモードの場合は出力を禁止す
る。なお出力禁止設定は予め管理者により画像処理装置１０に設定されている。
　再び図３のフローに戻って説明する。ステップＳ３０８で出力禁止設定が標準モードの
場合、標準モードではＱＲコードが検出されなくても出力を許可するので、ＣＰＵ１０１
は、ステップＳ３０６に移行し、印刷部１０５を制御して原稿画像を印刷する。
　ステップＳ３０８で出力禁止設定がセキュリティモードの場合、セキュリティモードで
はＱＲコードが検出されない場合出力を禁止するので、ＣＰＵ１０１は、表示部１０３に
エラー表示２を表示する（ステップＳ３０９）。
　図４（Ｂ）に、エラー表示２の例を示す。図示する通り、原稿からＱＲコードが検出さ
れずにコピーを中止したことを表示する。
　以上のようにＣＰＵ１０１が画像処理装置１０の各部を制御することで、原稿２０に付
加されたＱＲコード２０１が検出されずに出力禁止となった場合に、ユーザがその事由を
知ることができるという効果が得られる。
【実施例２】
【００１５】
　実施例１では、ＱＲコードが検出されずに出力禁止となったことをエラー表示でユーザ
に通知する例を示した。本実施例ではさらに読み取った原稿画像も同時に表示して、ユー
ザに出力禁止となった原因をより具体的に通知する例について説明する。
　図６は、実施例２における画像処理装置１０のコピー動作実行時のフローを示す。この
処理は、画像処理装置１０のＣＰＵ１０１が記憶装置１０９内部のプログラムを実行し、
画像処理装置１０の各部を制御することにより実現される。
　図６のステップＳ６０１からＳ６０８までの処理は、図３のステップＳ３０１からＳ３
０８の処理と同様であるため説明を省略する。
　ステップＳ６０８で出力禁止設定がセキュリティモードの場合、ＣＰＵ１０１は、スキ



(5) JP 2012-147162 A 2012.8.2

10

20

30

40

50

ャナ部１０４で読み取った原稿画像を画像処理部１０８で表示用に変換する（ステップＳ
６０９）。さらに、ＣＰＵ１０１は、この表示用画像にＱＲコード検出領域４０３を示す
線を付加する（ステップＳ６１０）。
【００１６】
　続いてＣＰＵ１０１は、表示部１０３にエラー表示３を表示する（ステップＳ６１１）
。
　図７に、エラー表示３の例を示す。図示する通り、ＱＲコードが検出されずにコピーを
中止したことを表示するとともに、表示用の原稿画像７０１にＱＲコード検出領域を示す
線７０２が付加された画像を表示する。
　ユーザは、表示された画像を確認することで、例えば、ＱＲコード検出領域に対して、
ＱＲコードの位置がずれてしまっているとか、ＱＲコードが全く読み取られていないなど
、ＱＲコードが検出されなかった詳細原因を知ることができる。
【００１７】
　以上のように、原稿２０に付加されたＱＲコード２０１が検出されずに出力禁止となっ
た場合に、読み取った原稿画像も同時に表示することにより、ユーザがその事由をより具
体的に知ることができるという効果が得られる。
【実施例３】
【００１８】
　原稿のＱＲコードが検出されないケースには、初めから原稿にＱＲコードが付いていな
い場合と、付いているが原稿の置き方の問題でＱＲコードが正しく検出されないケースが
ある。後者の場合、原稿を正しく置き直して再度スキャンすれば、ＱＲコードが検出され
る可能性がある。そこで実施例３では、ＱＲコードが検出されずに出力禁止となった場合
に、その旨通知するとともに、ユーザにやり直す手段を提供する例について説明する。
【００１９】
　図８は、実施例３における画像処理装置１０のコピー動作実行時のフローを示す。この
処理は、画像処理装置１０のＣＰＵ１０１が記憶装置１０９内部のプログラムを実行し、
画像処理装置１０の各部を制御することにより実現される。
　図８のステップＳ８０１からＳ８１０までの処理は、図６のステップＳ６０１からＳ６
０８の処理と同様であるため説明を省略する。
【００２０】
　出力禁止設定がセキュリティモードで、原稿２０に付加されたＱＲコード２０１が検出
されずに出力禁止となった場合、ＣＰＵ１０１は、表示部１０３にエラー表示４を表示す
る（ステップＳ８１１）。
　図９にエラー表示４の例を示す。図示する通り、実施例２のエラー表示３（図９）に加
えて、「原稿を置き直して再スキャンする」というボタンを表示する。
【００２１】
　エラー表示４の画面で「再スキャンボタン」が押下されると、受付部１０２よりＣＰＵ
１０１にその旨が入力され（ステップＳ８１２）、ＣＰＵ１０１は、引き続き受付部１０
２より「コピースタートボタン」押下が入力されるのを待機する（ステップＳ８１３）。
【００２２】
　なお、エラー表示４の画面で「ＯＫ」ボタンが押下された場合は、ＣＰＵ１０１は、こ
の時点で一連の処理を終了する。
　ユーザが原稿を置き直して「コピースタートボタン」を押下すると、受付部１０２より
ＣＰＵ１０１にその旨が入力され、ＣＰＵ１０１は、再びステップＳ８０１に戻って、原
稿２０のスキャンから処理を再開する。
　以上のように、原稿２０に付加されたＱＲコード２０１が検出されずに出力禁止となっ
た場合に、ユーザに原稿を置き直して再スキャンする手段を提供することにより、より利
便性の高い装置を提供することができる。
【００２３】
　（その他の実施例）
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　上記実施例では、スキャンした原稿画像の出力形態として印刷を例に説明したが、画像
データとして出力を行う送信機能や記憶媒体への保存機能などで使用しても良い。
　また、上記実施例において部分コードの例として二次元コードであるＱＲコードを使用
したが、ＱＲコードに限らず、ＳＴコード、バーコード、マークなど部分的にデジタル情
報またはアナログ情報を付加できるものであればなにを使用してもかまわない。
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００２４】
　１０　画像処理装置
　２０、２１、２２　原稿
　２０１、２０２　ＱＲコード
　１０１　ＣＰＵ
　１０２　受付部
　１０３　表示部
　１０４　スキャナ部
　１０５　印刷部
　１０６　コード検出部
　１０７　コード復号部
　１０８　画像処理部
　１０９　記憶装置
　４０１　原稿台
　４０２　スキャン領域
　４０３　ＱＲコード検出領域
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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